
交通委員会(自治会連合会)24年 6月 度定例会

曰 時  刊或多 年6月 16日 (■  10:00～ 1230

瘍所   17番 街 12階  コミュニティールーム

出席者  百瀬委員長

“

7番 御、迫田12翻 、高橋(2駒 、日李(4翻 、青木(8番御、岡村
(10詢 、古山●2詢 、山本(19番 勧、谷□121翻 、佛谷(エリスト)、山下セツト
引ド クウIスト・シタワ→、福室(公園西的 、原野

"リ

フォード、山根(ベイタウン商古銀 、
福田140詢

く千葉西警察署〉 落合響馴嘲交通課(交通ルール )、首藤警部補(交通課(路出駐ヨ )

議 事

1 冒頭委員長から (1)議事進行籐 次第の説明があった

`〕

1000-1025千 葉西警察署との意見交換会の事前打ち合わ也

②1030… 1200千 葉西警察署との意見鵡

0融 会課題』乳

0そ り罐 は
(21配布資料確認 :議事次筆 資料1-14 1ヽ(2,1(3,2-“ ),2(2),2(3),3,4(豹。

2莉 ち 範

14)委員長 :C路 劇駐車に関する警察への要望の推移の概要説朋 (資料 1-“)～(3))と資料2“ )価 上
駐車と交通マナーに関する交通委員と街区からの事前意見)の 紹介。

2資 料2-14)の項目4(2交 通委員会から千葉西署への要望にあ&「 自治会連合会要望は住民の総
意で決まったことJで 、個剛意見と区別すべきことを申しス′■ることの共有力なされた。
(2意 見 :最初の要望書に関係した力ヽ その時は要望を出し それをたたき台にして異本的内容ldlI民
側と警察の担当に入つてもらい具体的に詰めていくということであつた その後のことは矢Eらなかつ
たが自古会も納得する形の要望になつたのま良かった 今後の進め方として警察の人とはこの意見交
換会を機に、定例的に会議を持つようにしたらどうハ まな 要望は2つ ある力ヽ 駐禁問題ま峙間が
掛かりそう勘 ヽまとまり易い速度規制については先行夫地をするようなことでも良いではないかし

3f― との意見交換急

“

030～ 12∞

千葉西警察署出席者 :落合警音喘  (交通担当)、自朦昔部補 αttllB当)

“

)交通ルー′反 自転車の乗り方について
1)委 員長から資料 211)通 立駐車と交通マナーに関する意見りによリベイタウン則の関bヨ 鶏8九
く以下の2、 3)は落合警音臨 鄭か

2昨 年ベイタウン地区の人身事酬ま11件 で、いずれも軽症であった力ヽ 内自転庫が関係した事故は
5イ七 今年は5月 末までで事故件数3件で、全て自転車力潮 氣
Э 改めて自転車の レール(ガ誤♪α穫乱 ビラ(千葉県書の酉肺  「自転車の交通事故をDJLLしましょう」
①自転車は車両扱いであり、車道を走行し 左側通気 歩道は例外。
・自転車であっても餌□重踵は禁止
・ニメ屎 り軋
・並進 (自転車2台 が並んで走る勇 は禁止
・夜間はライトを帆
・必ず信号を守る
・交差点|よ 交差点での一日亭止と無 乱

②歩道に自転車歩道通行可 (青地に自の自転車標識 :「普通自転車歩道通行可」

…

よ 自
転車はこの歩道を通つても良いことになる。

この煽拾、あくまで歩行者憂先で徐行して走り、歩道の中でも左側通行が規則LGユ かってくる歩
行者を右に見 c9れ 違うこと)
ベイタウン地区にこの標識はなしヽ 自転車の歩道通行不I10J、lElし例外として下の3が 認められる
③自転車が歩道を通行できる臨 ただ臥 歩道|よ とにかく歩仔劃軌 てt車 道寄りを徐行する
。13歳 粛蒜(|∫蠅 、70歳 以上の高齢乱
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・車道が工事中の3乱

・車道に連続した駐車車両があ視

・歩道が広く、人通りが少ない稔

劉十

…・雨天患 傘をさしながらの自転車運朝よ絶対ダメ。傘をさすと視野が狭くなる 風力ちると不安

定になり危晩 自身の危険だけでなく歩行者に6つ ける。(雨天は原則として乗らなしヽ どうし

ても乗る場合はカッパを着&傘 硼 割ま自転車に乗らずに押魂 )
・携帯電話をし晨がらの運転もダメ。親から高校生|よ運転中の携帯電話禁止とヘッドホン

禁上を指増すること力嘱

6交 通ルール硼司矢L

・自転車の通行と乗り万の レールに関して最近の変更はない。

・4月 以降に打瀬地区3」 学ヽ校から要請があり全て訪間して、1年生には歩行の安全教室 へ 5

年生には自転車教窒で指導を行った 中学校も要望があ翻ぎ対応する 大火ま交副レールを矢0つ

ているが守つていないのが実態と思う。この意識改革のため皆さん方から強く言つてもらうこと
により、大人がます守り、子供に教えることだと周う。逆にならないように、お願いしま硯
・歩行者憂先を常に歳哉していただきたしヽ 事故を起こした時|よ裁判所の自転車への判断ま厳し

いものがあ&笏 無灯火

…

をtジながら運転し5)歳 代の如聟夕行者に6つ け

障害が残った到列では、損割割賞Fon万 円となつ危 跡 題ではない力大変曇詞害こな

る STマ ークというJ潮 J鰤 用もしてほしい.
・ルー′し機 については、打瀬地EXIの皆さんは恵まれている。花則 ‖沿い交通勾園(月曜日休園)

ぐ実地しているので是非利用してほしもヽ 自治会で募集し告で一回学ぼうかという気になつたら、

街区ごとに申し込んではどう2 (た だし12歳 までの子供向けの交通指導とのこと)

4質 鶉

C質 問 :自転車に取り付け可能な傘をつけての走行はいいのから

○落合警音陥 :両手運転だから違法ではないよ 風の影響等で傘の6賄などが出て運転に支障がでる

可能性があるも 、自粛するよう指導している

②質問 :最近発生した自転車事故|&

○落合警音哺 :一方通行の道に入る手前で、車は右側を中心に見て発進してしまう。atelからは歩道

を走る自転車があり事故となる このことに自動車も自転車もしつかりと注意すべ&
(3質問 :規制の標識の設置は可能か。

○自藤警音哺 傷諦Ш :設置|♂琉底 状況を見て設置の判断をしている 歩道の人通りが少ない等

総合的に判断し設置する なな 規制や取り締まりができるのは、標識があるところのみである

今の全国ベースの警察本庁¨ よ 自転車を下に降ろせ(車道を走0と いうことになっ

ているよ 時代により指導は変わる 0し嘲9には歩道が空いていれば歩道を徐行して走ってもら

つた方法 大きな事故は少ないと思う。)

C意 見 :幕張黎 からベイタウンにうながるマリンデッキでの自転車走行|よ 危険を感じる 事

故は起こつていないの力ヽ

O首 藤警音哺 :大きな事故の報告はない。多少C怪 我をしてJヨ けないことも多いよう尼
○意見 :何年か前にはけがをした人がいた。これまでの交通委蒙 謝]回か輛 臥 通行のマナ
ーを守るよう呼びかけているがなか蜃か実効があがらなしヽ

⑤質問 :信号無視のロードバイクを感 ‖する 海浜大通りを走つている時に、花月川沿いから出てき
て、ヒヤっとした。なんとかならないもい 、

O首 藤警吉陥 :引咬がわか柵」学校に連絡すると効果がある クラクションを烏らしてもいいと思う。

6質 問 :最近自転車専用レーンを見掛けるよ そこを自動車は走行覗 助ヽ歩行者は入れ螢いい 、
O首 藤警部補 :第一車線を自転車割歌 第二車線をそれ以外の車と考えてほしし、自転車割用なので

自動車の走行不■ 歩行者は歩道を歩く。なお自転車レーン|よ車道が広くて外側線がある程度

確保され かつ歩道があるという集牛が満たされた時に、設置できる。千葉県で|よ幸町から千
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葉み蜃と に向かう区間眉すに今|よ 設置されている

C委 員員 今後も質問があるときは間い合わせをさせてもらいたいがよろしくお願いしたしヽ

(21路

…
へ (ヨ朦苦部補

1)委員長から、資料 2(1)(路劇註車と交通マサーに関する調 によリベイタウン側の関¨
介とベイタウン総意に関する申し入れを行つ鳳 更に千葉西警察への路上駐車規制要望に関する以下の
配布凱 資料 1-“)(H21年 2月 に遠山自治会連合会長名で千葉西警察署長あてに提出した要望言、
資料 4C2(22年 3月 に交通委員会から連合会に報告された「路」註車規市嘆に対す0勧 苫会の見解J、
資料 |(3(22年 4月 に自古会の要望を踏まえた自治会連合会決定 「潮古会と協議の結果 規市阿象
外とする区間J を紹介臥 千葉西警察の対応進捗についてのコ笞を求めた

2首 藤警部補(千葉西警察交通課で規制回 の説明

0前 酬罵が交通規制課ということで ベイタウンの問題ま語で訓聞いていた 自分もここにきて2年
だがこうυヒ機会は初めてで、良い機会と思つている 文書で3継 ぎを受けても趣旨が伝わらないと
ころがある ここでの調よ 私 個人の意見と考えていただきたいことと、答えられないものについ
て|よ 持劉尋って対応したいと思つている

② そもそtベ イタウンには標識が無いという話が先ほどもあった力ヽ 車ヨ駐車できる未来的都市と
いうのが大前提として自分たちの頭に入っている。F・B題が生じたがどうする力ヽ 一番良いの|よ 皆さ
ん達ガ正しく駐車して、またすぐに出ていく、ということが理想患 しかし問題が出てき危 規制を
やる痢向で検討しましょうと、いうことで考えていきたいと周う。ではどうす魏
ただ臥 剰牛力

'必
島 以下13271ょ 剰牛。

③ 今まで無かったものを規制するわけなので 停めていいところと、停めてはしVすないところ、駐禁
でt一 日亭止でt本 来フリーであるべき道路を規制するために1よ 「lI民の総意(西警察値筆罐繋[
補のいう」力

'必
風

・首藤警吉陥 |よ ここでの 略頷記 を次のように説明してい& 「lCC%か というと、そ細まいろ
いろあろう力ヽ 住民の6害」が賛成としてtそ れでは 「総意(西警察の者え/Ol」とは言えない。杓
子定規に〇%以 上ということでは螢いよ 説朋(3子討してもらつてある程度の数が出れ|よ 警察と
しても動きやすくなこ J

④ 取り組みを遂行するための制約は何かと質問にあるよ 次のも0

上の 「lI民総意」はその一つだがこの他に、規制をかけるのでartよ 本来|よ全域が対象て螢くて
はじⅥすなしヽ 音陰巡撻用はなし、

・商店の前だけ駐車可というのは理由がつかなし、日古の前日亭めて良いことになれ|よそこに集中
するだろう。何故ここ愚す良いのかの説朗力つかない。

例え|よ 駐車違反で罰金の切符を切られた縣 、何んで商古会のこっちが良くで あっちはダメ

なのからどこが違うの力ヽ としわれてu警 察は説朋できなしヽ
・規制をやるなら、鵬頷記 と 「全城Jと いうことが大前提だ

⑤ この場所にだけ 日駐車を認める図間を設けるJと いつたら、警察の考えとして|よ 「道路を狭く
して下さしヽ 停められないようにしてください」と要求することとなる。「―車線にして車召亭め
られ螢いように刻 よ 駐車しないことにな引 そのために 「道を狭める構造的な改良(西警割が
必要になる 」

[―☆幡題 1)これでは(期 プロムナードを 駐車可とする要望の意味力なく7‐daフ ロムサードと

(☆印
はコメント卸 ]
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6D 駐車禁止とする場日ま、歩道と車道の構造上嚇 をはっきりしてもらわないと、取締リカできな
しヽ

・美兵プロムナードのような歩道と車遣い地続きになつて境界区分けが不明除 cは取締りができな
しヽ。

・歩道と車道|よ 工作物によつc区分けするように法律に明記されている。そねガ無いと 「どこま
でが車道なのaど こまでか歩道なのか がわからない」ので、警察は取締りができなしヽ

・このX間を駐車禁止として、取締りを警察させようとするなら、警察としては 「ベイタウン則の

やるべきこと|よ 千葉市にお願いして、歩道をマウンドアップ(数cm～ 10 cm¨ 段コを

やつて下さしヽ Jと いうことになる。

[―☆(問題21 この3の警察の指摘は、連合会(ベイタウンの要望とのギヤップが大きいと感じた。H22

年4月 の 「醐古会との協議後の連動 の地図では、フコムナードは規制の対象としないとしてい

る要望だから、要望に沿つた畑応を種察がするなら取締りの必要はないは現 しかし警察は、itD区

調も必要に思われた。]

⑦ 自分催締甦肇3イmt車 の重から引共が出て事故に遭う処理日可‖牛もしてい&あ るジな悔しい思
し‖まないから路上駐車を憎む気持ちは皆さんと同じ気持ちで魂

もし 規制をやろうとするときは、われわれu主 民さんの要望をはじめからダメというつもりは全く

なしヽすれど、以上のような課題を1,1つ 解決してもらわないとしⅥすなしヽ やることをやったとき
に、はじめて実現できな

これ迄とコ ヒがないの1よここだけ認めるという醐よ 絶文Jこ通用しなしヽ 商古の前だからというの

B□ 弓しなしヽ

3勤 皓

0)質 問 :規制をするためには、全域対象が条件というよ 他の1也域にもある 「一方通行」等の部分的

馴 ざ酪しなので1よ

○首藤警吝陥 :一方通行であ細ぎ400%総 意が以要で、規制実施の ―ヽド′以葬ヨい。

② 質問:全域て蜃く、学樹司辺で見かけるような 特定の道劇X域 を限る時間帯規市囀 なので|&

○首藤警音哺 :規制をかけた場a住 民の通行にも規制がかかる臥 通行するには認可制になるなど、

かえつて住民の皆様の支障になるので|&

C商 古会 :この 「路上馬華角 の案件力出てから、商店会従業員の車は商店会で昔りた場Dlこ駐車する

ようにした まな 交差点から5メ ートル以内の駐車禁上のコーンを設置し (醐苫会実費で)、悪質

な路上駐車防止に協力している

住民総意という力ヽ 前回アンケート|よ 住民の 3嘗J以上を占める公社やURの 賃富讐む0自 治

会連合会に未加入である翻区には実施しておらま アンケートの対象ま住民の 6害Jしかなかつたこ

とから、総意というのは疑間の余地があ&

C意 見 :警察の方の 明論Ⅲこ賛成が6割」の記訓鍵 っている 誤解は 「アシ″アートの文」象範囲が

¨ 6害」」ということなの|よ 「葡文が6害Шのように誤解しているよう危 動 したアンケー

トからは9割の住民力ヽ 路上駐車になんらかの対策が吻要との結果があり、それ力気

C意 見 :アンケートの対象にUR等 の賃貸佃民を入れて実施してu嘘 結床ヵ糊 できる UR等 の

賃国主民の意見が異螢るという根拠はあるの2賃 貸住民の大半が反対するはずもなく6割 と言う

の|ま出解旭

C慮 見(補足説明 :事前に出してもらつたベイタウン側の意見(資料 2-“

"に

|よ 白帆通り0肖防署と

保育園の間的 、打瀬北通り(西の街と打瀬 2丁 目公園の間の道やノヾレンタイン通りの京葉線寄り
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(「エリスト、グランエクシア」と 「シテイーズフォート」との問 などは耐則路上駐車でコロが狭

くなり、問題がある箇所尼 消防車が通れない等問題あり。

C意 見(エリスト):当御Xの 司りはおL駐 車が日立つ場所であ&明 日マンション理事会があるので

問題提起臥 対策に取り組みたい。

C意 見(補足訪酬 :事前に出してもらつたベイタウン側の意見(資料2(1)の 中|よ悪質蜃駐車に対す

る対応として次のような意見と具体的な提案力ちったので紹介す&

{乃これまでも交通委員会ではいろいろなことに取り組んで絶 今回も委員日可とかしたいと思う

だろうから、もっと突つ込んで、手段を考えていくべき時期に来ている。

イ)車庫代わりの路」駐刺編 いことと自覚してもらうことが必勁巳 御区ごとのPR♂ 必要患

0-つ の提案として 自転車のシールと同じようなシールを車に貼るようにしたらどう力ヽ

(」悪質駐車をするものの中に|よ車庫法自反で捕まつても、罰金国駐車料金α可十分の一との安易

な考え方をする者がいるよう勘 ヽ中 は前科になる」ということもPRし たらいい。

9意 見 :路上駐車規制問題が出てから、警察も悪質路上駐転 車庫法自反の取り締まりは実施してい

るようでありがたしヽ

C質 問 :以前に規制の要望書を西警察に出したときにt到 本策に関しては意見交換をしていこうと

いうことがあった。長時間註転 路上駐車対策としての警察からの案はないから

○首藤警=陥 :例え|よ 点線(破線で 「到亭め枠」を書き、そこに駐車誘導をする等はどうa実 線

枠にすると規制になつてしまうから点線で書く)

①質問 :有料 ―ヾキングエリアの設自まできない力ヽ

○首藤警音哺 :駐車規市力澱 での有料 ―ヾキングエリノノぐあって 規制のない地区cのパーキング

エリアはありえなしヽ

C意 見 :全面規制にして、パーキングチケット制力望ま1/vヽ

O意 見 :ここなら駐車してもいいという場調こ誘導すること婢

C慮 見 :UR住 民による 「車庫としての路J駐 車」の可能性の指摘があるよ UR管 理者にそういつ

月琶題の対応をUR住 民に対してするよう要請まできないの力ヽ

○意見 :それが実態なら、したほうが良しヽ

C意 見 :ゼプラツーン(中央分離帯のようにベンキで道路に斜め線を書く)を 作り、道路幅を狭くし

て、駐車できないようにするのはどうれ まな それをやるとしたらどこに申請をするの規

○首藤警音隔 :住民から市へ要望 市はそれを受けて、警察に交通上の問題がないガ確認をする

0今 後も交通委員会と千葉西警察署との意見交換会|よ 必要あるときに継続して開催すること猫 ■

12∞  働 勢 両名週常

4意 見交鯰 果蕎曹塁

“

)麺 応

峰 からの西警察への要望に対する警察則の対応の進捗を見守る 並行して西警察の示す制約

ale.IEを行う。

C警 察との意見交換をするなどして 特に悪質な路出駐車(車庫代わり)を場除する具体的対策案等を

慌 打 &
(2当 面の路上駐車への対応

1)エ リスト:当街区の司りは路上駐車が目立つ場所である。明日マンション理事会があるので問題

提起臥 対策に取り組みたい。

28翫 10番 御こおける過去の対策、成功列の規
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① 8番街 :以前に自巳人と自治会の有志で則も間駐車している車の番号と駐車時間を調査臥 管
理組合の理事会に報告DL車 cFEをはさむ警告などの刺策を臥 一定の効果はあったよ 時

間が経つと路上駐車が増える。問題になるの国司じ軋 誰かがチェックを続けること力

'2風② 10番 街 :以前に夜間置きっばなしの車等¨ 紙を張り付けて対策したことがあり、デ定
の効果はあっ,Lし かし誰かが見回りをして対応t/rdけ翻ぬ らま 継続してこれを続ける
ことは困難 自治会等で呼びかけ続けること力泌島

C意 見 :駐車禁上のコーンなどを一定期間置いて対策してはどうハ (厳密に言えば良くなくて憲
実質的対応策として有効)

5連 絡事項

“

)前回の」R意見交換会での自治会連合会要望の回訟 予定より遅れて次凰 7月定例会になる
義 駅す力改装工事関蜘寺期も当初予定5月 中旬から、8月下旬に動 腱記期間は約 1亀

② 幕張海浜公園まわり鑢 戯象羽立置等を創園勤 鷺こ確認した。公園鞠 Fからは 中 公

園まわり硼 讚 よ 本来は公園利用者のもので通勤通学者のためのものではないことを理解して
ほしい。現伝 これらを強制自〕こり除 してはしないが・・」、との話があつた。通虫 通勤者の駐
輪場J駅まわりの有料駐輪場利用が望ましいこととなる 幕張海浜公園の司りの駐輪場の立置割ま、
次回又は次々回の委員会で報告したい旨の報告があっ底
(3本 日匁常の西の衛の委員から提出された資料3の 統   「スケアード・ストレイト自転車交通安
錮 凱
(418月 4日 (=Dの千葉市から連合会自列会で配布された花火大会概要資料を参考資料として説朋。
⑤ 次回7月 定例会は予定通り第3土曜日にあたる7/21(■ )に開催験 17番 街120コヽ こティJ卜ω。
議題|よ JRへ の自治会連合会要望案に対する」R海浜幕張駅長からの回答が中心となる予定

(以」
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